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～評価申告・事前教示制度～ 



 評価申告とは 
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関税の納税申告の一環 

輸入（納税） 
申告書 

評価 
（包括又は個別） 

申告書 
＋ 

※常に必要なものではありません。 



 評価申告とは 

 

 以下の事項を記載して提出するもの 

• 課税価格の計算の基礎等（加算額等） 

※ 仕入書、運賃明細書、保険料明細書等により明らかである場合を除く。 

• 輸入取引に関する特殊な事情の有無と内容 

• 売手と買手の間の特殊関係の有無と内容 
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修正申告のために 
行うものではない 
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１ 評価申告書について 



評価申告書の様式と使用区分 

イ 評価申告書Ⅰ  

⇒ 定率法第４条第１項の規定による場合 

ロ 評価申告書Ⅱ  

⇒ 定率法第４条の２以下の規定による場合 

ハ 評価申告書Ⅰ及び評価申告書Ⅱ 

⇒ 上記イの場合で定率法第４条の５又は第４条

の６を適用する場合      
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１ 評価申告書 



評価申告書の添付書類 

• 課税価格の計算の基礎を明らかにする関係

書類 

• 当該基礎に係る事実関係を証明できる書類 

（例）：輸入取引に係る事実関係、費用の支払等を

証明できる契約書、請求書、価格表等 
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１ 評価申告書 



評価申告書の要否 
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評価申告書の提出を要しない場合 

・輸入貨物の関税が無税（免税も）又は従量税 

・課税価格の総額が１００万円以下 

 ただし、次のいずれかに該当する場合は提出必要 

 ①同一人との間の継続した輸入取引 

 ②一契約の価格が１００万円超の貨物を分割したもの 

 ③その他税関長が必要と認めるもの 
 

 注：輸入者が提出を希望する場合は提出可能です。 
（関税法基本通達 ７-９（３）） 

１ 評価申告書 



評価申告書の提出方法等 
 

イ 個別評価申告 ⇒ 個々の輸入申告時に通関部門に提出するもの 
 

ロ 包括評価申告 ⇒ 輸入申告の提出前に評価部門に提出するもの 

（輸入取引の関係者と申告内容が同じ場合） 
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 評価申告書    

  の種類 
提出の時期 提出先 提出部数 

個別申告書 
輸入（納税）申告書等
の提出と同時 

納税申告官署 １部 

包括申告書 
輸入（納税）申告書等
の提出以前 

貨物の主要な輸入申告
予定官署 

２部 

（原本及び申告者
交付用） 

関税法基本通達 ７－９（２）  

１ 評価申告書 



（参考） 評価申告書の記載要領 

税関様式C第５３００ 

個別の際は 
記入なし 

個別申告書の記載要領（加算要素等がある場合） 

個別申告の場合は宛先を 

権限委任された支署長にする 
輸入者もしくは代理人の印 
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1234512345123451234567 

１ 評価申告書 



売手 買手 

（参考） 評価申告書の記載要領 
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１ 評価申告書 



（参考） 評価申告書の記載要領 

現実支払価格 

加算要素 
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１ 評価申告書 



（参考） 評価申告書の記載要領 

評価結論 

包括の場合、最長２年間の適用期間 

※個別の場合は記入しません 
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１ 評価申告書 
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2 評価加算の方法について 
 



 複数の輸入貨物に係る加算要素としての無償提供費用等が一括
して支払われる場合には、 

 原則、個々の輸入貨物の数量等に応じた合理的な方法により按
分して、当該輸入貨物の課税価格に算入することとなります。 

金型輸出 
¥1,000 

第1回輸入 
2,000個・円 

第2回輸入 
4,000個・円 

第3回輸入 
4,000個・円 

第4回輸入 
6,000個・円 

第5回輸入 
4,000個・円 

契約個数 20,000個 
契約金額 20,000円 

包括評価申告 
（￥０.０５／個 

を加算） 

評価加算 
¥300 

評価加算 
¥200 

評価加算 
¥200 

評価加算 
¥100 

評価加算 
¥200 

2 評価加算の方法について（原則：按分） 
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・関税率が異なる複数の品目に係るものである場合 
・同一品目であるが適用税率が変わりうる貨物 
である場合には一括加算はできません。 

 ただし、次に掲げる費用等の額の加算については、輸入者から希望する旨
の申し出があり、かつ、課税上その他特に支障がないと認められるときは、当
該費用等の額は、便宜特定の輸入貨物の課税価格に算入することができ
ます。 

 (1) 法第４条第１項第３号に掲げる費用 

 (2) 法第４条第１項第１～２号、第４～５号に掲げる費用等であって、個々
の輸入貨物への按分が困難と認められるもの 

金型輸出 
¥1,000 

第1回輸入 
2,000個・円 

第2回輸入 
4,000個・円 

第3回輸入 
4,000個・円 

第4回輸入 
6,000個・円 

第5回輸入 
4,000個・円 

契約個数 ∞ 
契約単価 1円／個 

評価加算 
¥1,000 

包括評価申告 
（初回輸入申告 
に一括加算） 
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2 評価加算方法について（初回輸入申告に一括加算） 
 



金型輸出 
¥1,000 

第1回輸入 
2,000個・円 

第2回輸入 
4,000個・円 

第3回輸入 
4,000個・円 

第4回輸入 
6,000個・円 

第5回輸入 
4,000個・円 

修正申告 
¥100 

修正申告 
¥200 

評価加算 
¥200 

評価加算 
¥200 

評価加算 
¥300 

包括評価申告 

一部輸入済；輸入済分は修正申告 
未輸入分；原則的な加算方法（個々の輸入貨物に按分） 

輸入済 

契約個数 20,000個 
契約金額 20,000円 
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2 評価加算方法について（輸入開始後に一括加算） 
 



金型輸出 
¥1,000 

第1回輸入 
2,000個・円 

第2回輸入 
4,000個・円 

第3回輸入 
4,000個・円 

第4回輸入 
6,000個・円 

第5回輸入 
4,000個・円 

契約個数 20,000個 
契約金額 20,000円 

修正申告 
¥100 

修正申告 
¥200 

←評価加算 
（一括加算） 
¥700 包括評価申告 

輸入済 

一部輸入済；輸入済分は修正申告 
未輸入分；要件（輸入者希望、課税上の支障なし）を充足すれば一括加算が可能 
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2 評価加算方法について（輸入開始後に一括加算） 
 



18 

3 事前教示について 
 



3-1 文書による事前教示 

(1) 回答の効果 

  有効期限（最長３年間）内、尊重されます 

(2) 手続き 

  「事前教示に関する照会書（関税評価照会用）」 

  ＋必要資料（売買契約書等） 

  ↓ 

  「事前教示回答書（関税評価回答用）」 

(3) 公開 
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3 事前教示について 
 



3-2 口頭による事前教示 

(1) 回答の効果：審査の際に尊重されません 

(2) 手続き：電話又は面談 

※ 文書による事前教示をお勧めします！ 
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3 事前教示について 
 



3-3 インターネットによる事前教示 

(1) 回答の効果：審査の際に尊重されません 

(2) 手続き：電子メールで送信 

(3) 文書照会に準じた取扱いへ切り替え可能 
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3 事前教示について 
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098-862-9281 oki-9a-tsuso2@customs.go.jp 
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「輸出入の手続き」をクリック 

「輸入貨物の関
税評価事例」
をクリック 
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